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説明事項(１) 

第 82 回国民スポーツ大会（信州やまなみ国スポ）の概要 

 

 

１ 目的  

  国民スポーツ大会は、広く国民の間にスポーツを普及し、スポーツ精神を高揚し

て国民の健康増進と体力の向上を図り、併せて地方スポーツの推進と地方文化の発

展に寄与するとともに、国民生活を明るく豊かにすることを目的に開催されるスポ

ーツの祭典です。 

   

２ 主催  

国民スポーツ大会の主催者は、公益財団法人日本スポーツ協会（以下「日本スポー

ツ協会」という。）、文部科学省及び開催地都道府県である長野県（以下「県」とい

う。）とし､各競技会については日本スポーツ協会加盟競技団体等（以下「競技団体

という。」）及び会場地市町村を含めたものとする。 

 

３ 名称の変更  

平成30年６月13日に「スポーツ基本法の一部を改正する法律」が国会において成立

し、令和６年の大会から「国民体育大会」の名称が「国民スポーツ大会」に変更とな

りました。 

区  分 新 旧 

大会名称 国民スポーツ大会 国民体育大会 

略  称 国スポ（こくすぽ） 国体（こくたい） 

英語表記 JAPAN GAMES NATIONAL SPORTS FESTIVAL 

 

４ 開催時期、期間  

【国民スポーツ大会】 

本大会開催時期：令和10年10月１日(日)～10月11日(水) 

本大会開催期間：11日間 

中野市開催期間：令和10年10月７日(土)～10月９日(月) 

【全国障害者スポーツ大会】 

本大会開催時期：令和10年10月21日(土)～10月23日(月) 

本大会開催期間：３日間 
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５ 実施予定競技  

【国民スポーツ大会】 

 ＜正式競技＞ 41競技（毎年実施36競技、隔年実施２競技） 

○毎年実施競技（36競技） 

№ 競技名 № 競技名 № 競技名 

1 陸上競技 14 ハンドボール 27 ラグビーフットボール 

2 水泳 15 自転車 28 スポーツクライミング 

3 サッカー 16 ソフトテニス 29 カヌー 

4 テニス 17 卓球 30 アーチェリー 

5 ローイング 18 軟式野球 31 空手道 

6 ホッケー 19 相撲 32 銃剣道 

7 ボクシング 20 フェンシング 33 クレー射撃 

8 バレーボール 21 柔道 34 ボウリング 

9 体操 22 ソフトボール 35 ゴルフ 

10 バスケットボール 23 バドミントン 36 トライアスロン 

11 レスリング 24 弓道 37 馬術（隔年） 

12 セーリング 25 ライフル射撃 38 なぎなた（隔年） 

13 ウエイトリフティング ㉖ 剣道 

■冬季大会 ３競技 毎年実施 

スキー スケート アイスホッケー 

 ＜特別競技＞ １競技 

高等学校野球（硬式及び軟式） 

 ＜公開競技＞ ８競技 

綱引 ゲートボール 武術太極拳 

パワーリフティング バウンドテニス エアロビック 

スポーツチャンバラ ダンススポーツ 

  

＜デモンストレーションスポーツ＞ 38競技 

地方スポーツの振興、国民の健康増進、体力の向上等をはじめ、国民のスポーツ振興

を図るために、正式競技及び公開競技以外の競技を対象に、生涯スポーツ社会の実現

に寄与するという観点から実施することができる競技 
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【全国障害者スポーツ大会】 

 ＜正式競技＞ 14競技 

＜オープン競技＞ ４競技 

競技名 障がい種別 

電動車椅子サッカー 身 

フロアバレーボール 視 

ブラインドサッカー 視 

パラアイスホッケー 身 

 

第82回国民スポーツ大会及び第27回全国障害者スポーツ大会開催予定競技 

 

第82回国民スポーツ大会 中野市開催競技 

＜正式競技＞                        

№ 競技名 種別 開催予定施設 

1 剣道 全種別 中野市民体育館 

 

 

 

 

 

 

 

 

個 

 

人 

 

競 

 

技 

競技名 障がい種別  

団 

 

体 

  

競 

 

技 

競技名 障がい種別 

陸上競技 身・知 バスケットボール   知 

水泳 身・知 車いすバスケットボール 身 

アーチェリー 身 ソフトボール   知 

卓球 身・知・精 グランドソフトボール 身 

フライングディスク 身・知 バレーボール 身・知・精 

ボウリング   知 サッカー   知 

ボッチャ 身 フットソフトボール   知 
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６ 愛称・スローガン・マスコットキャラクター  

   

〇 愛 称  

 

  

日本の屋根と呼ばれ、多くの美しい山々を有する長野県。大会に関わるすべての人

が、信州の山脈のようにつらなり、手を取り合い、未来へとつながる大会を目指しま

す。 

 

〇 スローガン  

 

 

頂点を目指すだけが大会の意味ではなく、それぞれにそれぞれが想うゴールがあり

ます。選手や観戦する人、ボランティアなど、大会に関わるすべての人が、自分の想

い描く頂（いただき）を目指す様子をイメージしています。 

 

〇 マスコットキャラクター  

 

 

『アルクマ』長野県ＰＲキャラクター「アルクマ」 

   Ⓒ 長野県アルクマ 
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『 アルクマ 剣道 』 
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タイプライターテキスト
６



1328
タイプライターテキスト
７



1328
タイプライターテキスト
８
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説明事項(２) 

第 82回国民スポーツ大会開催準備経過概要 

 

年 月  内 容 

平成 28年 ６月 （公財）長野県体育協会が、２巡目国体招致要望書を、長野県知

事、長野県議会議長及び長野県教育委員会あてに提出 

平成 29年 

 

２月 平成 29年２月長野県議会の知事議案説明において、「国民体育大会

及び全国障害者スポーツ大会を 2027 年に長野県に招致するべく取

り組む」ことを表明 

３月 平成 29 年２月長野県議会において、「第 82 回国民体育大会及び第

27 回全国障害者スポーツ大会の招致に関する決議」を全会一致で

可決 

５月 長野県知事、長野県教育長、（公財）長野県体育協会専務理事、

（公財）長野県障がい者スポーツ協会常務理事が文部科学大臣あて

に、第 82回国民体育大会（本大会及び冬季大会）及び第 27回全国

障害者スポーツ大会開催要望書を提出 

長野県知事、長野県教育長、（公財）長野県体育協会専務理事が

（公財） 

日本体育協会会長あてに、第 82 回国民体育大会（本大会及び冬季

大会）開催要望書を提出 

７月 （公財）日本体育協会理事会において、長野県を 2027 年開催の第

82 回国民体育大会（本大会及び冬季大会）の開催申請書提出県と

して了解（開催内々定） 

12月 第 82 回国民体育大会・第 27 回全国障害者スポーツ大会長野県準備

委員会設立総会・第１回総会を開催 

令和２年 10月 （公財）日本スポーツ協会から、長野県を令和 10 年（2028 年）開

催の第 82 回国民スポーツ大会（冬季大会及び本大会）の開催申請

書提出県として決定通知（開催年変更） 

12月 長野県準備委員会が名称を「第 82回国民体育大会・第 27回全国障

害者スポーツ大会長野県準備委員会」から「第 82 回国民スポーツ

大会・第 27回全国障害者スポーツ大会長野県準備委員会」に改称 

令和５年 ７月 公益財団法人日本スポーツ協会の理事会において、第 82 回国民ス

ポーツ大会（冬季大会・本大会）の開催地として長野県が内定 

令和７年 ７月 公益財団法人日本スポーツ協会の理事会において、第 82 回国民ス

ポーツ大会の開催地として長野県が正式決定 

令和８年 ７月 信州やまなみ国スポ・全障スポ（第 82 回国民スポーツ大会・第 27

回全国障害者スポーツ大会）市実行委員会設立総会、総会開催 
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実施本部設置 

実行委員会解散 

ツ大会開催 

やまなみ国スポ 

開催内定 

中野市国スポ 

推進強化 

推進室設置 

 

やまなみ国スポ 

開催決定 

説明事項(３) 

本大会実施本部解散 

ツ大会開催 

 

第 82回国民スポーツ大会開催に向けたスケジュール 

 

年度 主要日程 実行委員会 中野市 

令和５年 

（2023年）度 

５年前 

【鹿児島県】 

   

令和６年 

（2024年）度 

４年前 

【佐賀県】 

   

令和７年 

（2025年）度 

３年前 

【滋賀県】 

   

令和８年 

（2026年）度 

２年前 

【青森県】 

 

 

  

令和９年 

（2027年）度 

１年前 

【宮崎県】 

   

令和 10年 

（2028年）度 

開催年 

【長野県】 

   

 

実行委員会設立 

 

総  会 

（各年開催予定） 

 

各専門委員会 

（総務企画、競技式典 

宿泊衛生、輸送交通 

随時開催） 

第 82回国民スポーツ大会「信州やまなみ国スポ」開催 

ツ大会開催 

北信越国民スポー

ツ大会 開催予定

（８月） 

国民スポーツ大会 

リハーサル大会開

催（７月予定） 

国民スポーツ大会 

リハーサル大会開

催（７月予定） 
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議案第１号 

     信州やまなみ国スポ中野市実行委員会設立趣意書（案） 

 

「国民スポーツ大会」は、スポーツが世界共通の人類の文化であるとの認識のも

と、広く国民の間に普及しスポーツ精神を高揚して国民の健康増進と体力向上

を図り、併せて地方スポーツの推進と地方文化の発展に寄与するとともに、国民

生活を明るく豊かにすることを目的として開催されます。 

 

 長野県においては、昭和 53年に「日本の屋根に手をつなぐ」をスローガンに

第 33回「やまびこ国体」が開催されました。中野市民体育館を中心に、剣道競

技の会場地として、全国トップ選手による熱い戦いが繰り広げられ、市民のスポ

ーツへの関心を高めるとともに、本市のスポーツの振興に大きな影響を与えま

した。 

このような中、令和 10年に「行こう。それぞれの頂へ。」をスローガンに「信

州やまなみ国スポ」の開催が決定し、本市では前回大会に引き続き、剣道競技が

行われます。 

 

 本大会は、「第３次中野市総合計画」における基本構想において目指す都市像

「緑豊かなふるさと 文化が香る 元気なまち」を全国に向けて発信する機会

であり、「第３次中野市スポーツ推進計画」に掲げる基本理念「市民みなスポー

ツ」～みんなが健康で元気なまち～の実現に大きく貢献するとともに、スポーツ

をきっかけとした交流人口の拡大が期待されます。 

 

 このような意義ある大会を成功に導くために、市民、各種関係団体及び行政か

らなる「信州やまなみ国スポ中野市実行委員会」を設立し、総力を結集して所期

の目的を達成しようとするものです。 
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議案第２号 

信州やまなみ国スポ中野市実行委員会会則（案） 

    

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この会は、信州やまなみ国スポ中野市実行委員会（以下「実行委員会」という。）

と称する。 

（目的） 

第２条 実行委員会は、第 82回国民スポーツ大会において、中野市で開催される競技会（以

下「競技会」という。）の円滑な運営を期するために必要な事務及び事業を行うことを目

的とする。 

（所掌事務等） 

第３条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務及び事業を行う。 

(1) 競技会の開催及び運営に必要な方針及び計画の決定に関すること。 

(2) 競技会の開催及び運営に係る準備に関すること。 

(3) 競技会の開催に必要な施設及び設備の整備に関すること。 

(4) 競技会の開催及び準備に係る経費に関すること。 

(5) 関係競技団体、関係団体及び関係機関との連絡調整に関すること。 

(6) その他本会の目的達成に必要な事務及び事業に関すること。 

第２章 組織 

 （構成） 

第４条 実行委員会は、会長及び委員をもって構成する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 

(1) 中野市議会を代表する者 

(2) 関係競技団体、関係団体その他関係機関を代表する者 

(3) 知識経験を有する者 

(4) 中野市職員 

(5) その他会長が特に必要と認めた者 

 （役員） 

第５条 実行委員会に、次の役員を置く。 

 (1) 会長      １名 

 (2) 副会長     ４名 

 （役員の選任） 

第６条 会長は、中野市長をもって充てる。 

２ 副会長は、総会の承認を得て委員のうちから会長が指名する。 

 （役員の職務） 

第７条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。 
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２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長

が指名した副会長が、その職務を代理する。 

 （任期等） 

第８条 委員及び役員（以下「委員等」という。）の任期は、委嘱されたときから実行委員

会の目的が達成されたときまでとする。ただし、委員等が就任時におけるそれぞれの所属

機関又は団体等の役職を離れた場合は、その委員等は、辞任したものとみなし、その後任

者が前任者の残任期間を務めるものとする。 

２ 会長は、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じてこれを補充

することができる。 

３ 会長は、前２項の規定により委員等の変更があった場合は、次の総会において報告する

ものとする。 

４ 委員等は、無報酬とする。 

 （顧問及び参与） 

第９条 実行委員会に顧問及び参与を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は、会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会務の重要な事項について、会長の諮問に応じ助言を行う。 

４ 参与は、会長が必要と認める事項について、会長の諮問に応じ助言を行う。 

５ 前条の規定は、顧問及び参与の任期等について準用する。 

第３章 会議 

 （会議の種類） 

第 10条 実行委員会に、次の会議を置く。 

(1) 総会 

(2) 専門委員会 

 （総会） 

第 11条 総会は、会長及び委員をもって構成する。 

２ 総会は、必要に応じて会長が招集する。 

３ 総会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれに当たる。 

４ 総会は、次に掲げる事項について審議し、議決する。 

(1) 競技会の開催及び運営に係る基本方針等に関すること。 

(2) 会則の制定及び改廃に関すること。 

(3) 事業計画及び事業報告に関すること。 

(4) 専門委員会の設置及び当該委員会への付託事項等に関すること。 

(5) その他重要な事項に関すること。 

５ 総会は、委員の過半数の出席がなければ開会し、議決することはできない。ただし、総

会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、代理人への権限の委任又

は書面により議決に加わることができる。この場合において、当該委員は出席したものと
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みなす。 

６ 総会の議事は、出席委員（代理人に権限を委任した者又は書面により議決に加わった者

を含む。）の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

７ 会長は、必要に応じて顧問及び参与に総会への出席を求めることができる。 

８ 会長は必要があると認めるときは、委員へ事前に送付した議案に対し書面をもって表

決を求め、その結果を総会の議決に代えることができる。 

（専門委員会） 

第 12条 専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって構成する。 

２ 専門委員会は、総会から付託された事項について調査し、又は審議し、その結果を総会

に報告するものとする。 

３ 前項の規定に定めるもののほか、専門委員会に関して必要な事項は会長が別に定める。 

４ 第８条の規定は、専門委員の任期等について準用する。 

第４章 会長の専決処分 

（会長の専決処分） 

第 13条 会長は、総会を招集する時間的余裕がないと認めるとき、又は総会の権限に属す

る事項で軽易なものについては、これを専決処分することができる。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会において報告し、その

承認を得なければならない。 

第５章 事務局 

 （事務局） 

第 14条 実行委員会の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

第６章 解散 

 （解散） 

第 15条 実行委員会は、その目的が達成されたとき、総会の議決を経て解散するものとす

る。 

第８章 補則 

 （委任） 

第 16条 この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別

に定める。 

附 則 

この会則は、令和８年７月６日から施行する。 



計 40   名

【会長】 1 名

№ 所属機関・団体等名 役職

1 中野市 市長 湯 本 隆 英

【副会長】 4 名

№ 所属機関・団体等名 役職

1 中野市議会 議長 塚 田 一 夫

2 中野市 副市長 竹 内 敏 昭

3 中野市教育委員会 教育長 柴 本 豊

4 中野市体育協会 会長 原 沢 健 一

【委員】 31 名

№ 所属機関・団体等名 役職

1 一般財団法人長野県剣道連盟 会長 二 木 むつみ

2 一般財団法人長野県剣道連盟 副会長 塩 﨑 正 昭

3 一般財団法人長野県剣道連盟 副会長兼専務理事 常 田 政 邦

4 一般財団法人長野県剣道連盟 常務理事 仲 康 隆

5 中野剣道連盟 会長 小 林 和 夫

6 中野剣道連盟 副会長 田 端 英 樹

7 中野市スポーツ推進協議会 会長 山 口 光 雄

8 中野市校長会 会長 塩 崎 陽 子

9 長野県中野西高等学校 校長 山 田 純 子

10 信州中野商工会議所 会頭 市 川 真 一

11 中野市農業協同組合 組合長 望 月 隆

12 信州中野ふるさと公社 理事長 沼 田 拓 也

13 ㈱山田タクシー 代表取締役 山 田 利 直

14 中野ハイヤー㈱ 代表取締役 石 渡 達 也

15 長野電鉄㈱信州中野駅 駅長代理 平 井 義 高

16 長電バス㈱ 代表取締役 鈴 木 立 彦

17 東日本旅客鉄道株式会社　飯山駅 駅長 堀 甲 介

18 中野警察署 署長 橋 本 和 也

19 岳南広域消防組合 消防長 柴 本 清 天

20 中野市消防団 団長 山 口 伸

体育・スポーツ

体育・スポーツ

体育・スポーツ

体育・スポーツ

選出区分

市関係

選出区分

市議会

体育・スポーツ

体育・スポーツ

体育・スポーツ

学校・教育

消防・警備

消防・警備

産業・経済

消防・警備

信州やまなみ国スポ中野市実行委員会委員・役員等（案）

氏　名

氏　名

氏　名

学校・教育

産業・経済

産業・経済

輸送・交通

輸送・交通

輸送・交通

輸送・交通

輸送・交通

（順不同・敬称略）

市関係

市関係

選出区分

体育・スポーツ
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21 中高医師会 会長 三 澤 一 道

22 北信総合病院 統括院長 荒 井 裕 国

23 中野市　総務部 部長 栗　林 淳 一

24 中野市　健康福祉部 部長 中 山 貴 弘

25 中野市　子ども部 部長 鈴 木 克 彦

26 中野市　くらしと文化部 部長 秋 元 正 幸

27 中野市　経済部 部長 石 川 雅 之

28 中野市　建設水道部 部長 頓 所 勲

29 中野市　消防部 部長 柴 本 清 天

30 中野市　教育委員会事務局 次長 丸 山 晃

31 中野市　議会事務局 事務局長 丸 山 賢 司

【顧問】 2 名

№ 所属機関・団体等名 役職

1 長野県議会 議員 丸 山 栄 一

2 長野県議会 議員 小 林 東一郎

【参与】 2 名

№ 所属機関・団体等名 役職

1 ㈱北信エルシーネット 代表取締役 東 英 司

2 北信ケーブルビジョン㈱ 代表取締役 高見澤 秀 茂

医療

市関係

市関係

市関係

選出区分

市関係

市関係

市関係

市関係

医療

氏　名

氏　名

県議会

選出区分

報道

県議会

報道

市関係

市関係
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